
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

【自動車総連 旭川トヨタ労組】 妥結 89 号      ※妥結番号は連合北海道への報告順 

 月例賃金   組合員ひとり平均 ９，５００円  ４．１０％ 

（定昇４，９００円 ２．１１％ ＋ ベア４，６００円 １．９９％） 

 一時金    年間４．０ヶ月 ＋ α   （昨年 年間 ３．７２ヶ月） 

【自動車総連 函館マツダ労組】 妥結 90 号 

 月例賃金  組合員ひとり平均 ３，４７５円  １．４７％ 

（定昇２，９７５円 １．２６％ ＋ ベア５００円 ０．２１％） 

 一時金    年間４．２２ヶ月 （夏２．１０ヶ月 冬２．１２ヶ月） 
 

【JEC連合 北海道日油労組】 妥結 91号 

 月例賃金  組合員ひとり平均  定昇 ３，８４７円  １．４８％  
 

【自動車総連 トヨタカローラ道北労組】 妥結 92 号 

【自動車総連 札幌トヨタ労組】 妥結 93 号 

【自動車総連 トヨタカローラ苫小牧労組】 妥結 94 号 

【自動車総連 ネッツトヨタ札幌労組】 妥結 95 号 

【自動車総連 ネッツトヨタ道都労組】 妥結 96 号 

【自動車総連 トヨタエルアンドエフ札幌労組】 妥結 97 号 

【自動車総連 トヨタレンタリース札幌労組】 妥結 98 号 

【自動車総連 北海道中央自動車学校労組】 妥結 99 号 

【自動車総連 函館トヨタ労組】 妥結 100 号 

 月例賃金   組合員ひとり平均 ６，４９７円  ２．５２％ （昨年６，２５５円 ２．４５％） 

（定昇４，２４６円 １．６５％ ＋ ベア２，２５１円 ０．８７％） 

 一時金    年間４．１６ヶ月 ＋ α ＋ 期末   

 

2015春季生活闘争･妥結情報   
2015.4.6  第 12号  連合北海道 春季生活闘争本部 

 
旭川トヨタ労組 ４％を超える高水準で妥結！ 

自動車総連では旭川トヨタ労組に引き続き、札幌トヨタグループの 9労組も 4月 3日に統一

要求・統一回答で妥結し、妥結報告組合が１００を数えた。 

4 月に入り、交渉は地場中小労組へ移行してきている。引き続き月例賃金の引き上げにこ

だわり、今月中の決着を目指し、団結してガンバロウ！ 

◎2015春季生活闘争 北海道集計へのエントリー未報告の産別・地区ユニオンは、至急報告を願います。              

◎要求・回答・妥結情報を集約中ですので、2015春季生活闘争本部までお知らせ下さい。 

  担当 永田・小倉 （TEL 011-210-0050   FAX 011-272-2255） 

 

札幌トヨタグループは 

統一要求･回答のため 

９労組が同額です。 


